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史

料

紹

介
戦
国
末
期
か
ら
近
世
初
期
の
平
野
郷
関
係
史
料
に
つ
い
て

本

城

正

徳

大
阪
大
学
文
学
部
に
は
含
翠
堂
文
庫
で
知
ら
れ
る
摂
津
国
住
吉
郡
平
野
郷
（
現
在
大
阪
市
平
野
区
）
の
土
橋
家
文
書
が
所
蔵
さ
れ
て

い
る
。
同
家
文
書
は
一
九
四
九
年
に
当
主
土
橋
保
高
氏
よ
り
本
学
部
に
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
す
で
に
『
含
翠
堂
（
土
橋
）
文
庫

目
録
』
（
大
阪
大
学
附
属
図
書
館
、
一
九
七
一
年
）
の
刊
行
を
み
て
い
る
。
こ
の
目
録
に
整
理
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
同
家
文
書
の
内
容

は
、
含
翠
堂
関
係
史
料
と
平
野
郷
関
係
史
料
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
う
ち
前
者
に
つ
い
て
は
、
梅
渓
昇
・
脇
田
修
氏
編

－
『
平
野
合
翠
堂
史
料
』
（
清
文
堂
二
九
七
三
年
）
と
し
て
、
そ
の
主
要
な
史
料
の
公
刊
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
脇
田
修
氏
寸
戦
国
末
期
、
平
野
郷
郷
民
の
連
判
状
」
（
『
日
本
史
研
究
』

一
二
七
号
、

一
九
七
二
年
）
・
お
よ
び

今
井
修
平
氏
「
平
野
郷
土
橋
家
記
録
」
（
『
日
本
都
市
生
活
史
料
集
成
』
第
十
巻
、
学
習
研
究
社
、

一
九
七
六
年
）
に
よ
っ
て
、
わ
ず
か
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四
点
の
文
書
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
未
発
表
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
平
野
郷
関
係
の
未
発
表
史
料
の
う
ち
に
は
、
土
橋
家
が
同
郷
惣
年
寄
役
を
勤
め
る
家
柄
で
あ
っ
た
た
め
、
数
多
く
の
興
味
深

い
史
料
、
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
な
か
か
ら
戦
国
末
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
の
計
八
点
の
文
書
を
あ
ら
た
に
紹
介
す

る
こ
と
と
し
た
い
。
そ
の
事
由
の
第
一
は
、
こ
の
時
期
の
平
野
郷
関
係
史
料
自
体
の
希
少
性
に
あ
る
。
こ
の
時
期
の
平
野
郷
史
料
と
し

て
は
従
来
よ
り
末
吉
文
書
・
東
末
吉
文
書
等
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
史
料
的
制
約
は
大
き
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ず
、

以
下
あ
ら
た
に
紹
介
す
る
土
橋
家
文
書
の
関
連
諸
研
究
に
お
け
る
今
後
の
活
用
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
い
で
事
由
の
第
二
は
、

こ
れ
ら
の
文
書
が
戦
国
末
期
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
自
治
都
市
平
野
郷
の
内
部
構
造
・
構
成
に
か
か
わ
る
内
容
を
含
ん
で
い
る
点
に
あ
る
。

こ
の
期
の
平
野
郷
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
ご
と
く
、
そ
の
自
治
都
市
的
性
格
を
め
ぐ
る
豊
田
武
氏
、
原
田
伴
彦
氏
等
の
研
究
が
ふ
れ
、

ま
た
近
年
に
お
い
て
は
、
中
部
よ
し
子
氏
、
脇
田
修
氏
に
よ
っ
て
近
世
統
一
権
力
と
の
関
連
か
ら
問
題
の
深
化
が
は
か
ら
れ
て
い
る
と

（

2
）
 

こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
期
の
平
野
郷
に
お
け
る
内
部
構
造
・
構
成
と
い
う
問
題
に
関
し
て
い
え
ば
、
こ
れ
ら
諸
先
学
に

よ
る
研
究
に
お
い
て
も
必
ず
し
も
充
分
な
解
明
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
く
、
そ
の
意
味
か
ら
も
、
本
史
料
の
紹
介
は
一
定
の

意
味
を
も
つ
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
下
、
ま
ず
各
文
書
の
全
文
を
紹
介
し
、

つ
い
で
若
干
の
解
説
な
い
し
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
土
橋
家
文
書
に
含

ま
れ
る
こ
の
時
期
の
史
料
の
一
括
的
紹
介
と
い
う
本
稿
の
も
つ
目
的
か
ら
、
脇
田
氏
前
掲
論
文
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
二
点
の
文

書
に
つ
い
て
も
、
あ
わ
せ
収
録
し
て
い
る
こ
と
を
予
め
お
断
わ
り
し
て
お
き
た
い
。
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〔
史
料
1

〕

責
渡
申
畠
之
事

合
畠
大
者

字
主
楽
寺

戦国末期から近世初期の平野郷関係史料についで

在
摂
州
住
吉
郡
平
等
院
杭
全
庄
之
内
ニ
也

東
ハ
畠

南
ハ
畠

限
四
至

西
ハ
畠

北
ハ
大
道

右
件
畠
元
者
市
村
助
次
郎
難
為
先
祖
相
偉
之

私
領
依
有
A
7
要
用
直
銭
拾
貫
文
ニ
流
ノ
弥
次
郎
殿
之

御
か
冶
様
ヘ
永
代
責
渡
申
虞
明
白
実
也
但
於
本

役
者
御
宮
田
也
斗
子
ニ
四
斗
宮
所
へ
納
候
者
也

此
外
無
他
役
下
地
也
若
於
後
日
逮
乱
輩
出
来
者

可
為
罪
科
者
也
伺
後
日
支
詮
文
如
件

天
文
七
年
制
七
月
五
日

平
野
市
村

助
次
郎
（
花
押
）
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〔
史
料
2〕

責
渡
申
畠
之
事

合
畠
大
者

字
主
楽
寺

在
摂
州
住
吉
郡
平
等
院
杭
全
庄
内
一
一
也

東
ハ
畠

南
白
E日

限
四
至

西
ハ
畠

北
大
道

右
体
自
国
元
者
流
村
宗
欣
躍
為
先
祖
相
侍
之

私
領
依
有
今
要
用
直
銭
拾
貫
文
一
一
流
市

両
村
中
江
永
代
費
渡
申
慮
明
白
実
也

但
本
役
者
富
田
斗
子
二
四
斗
宮
所
へ
納

候
者
也
此
外
無
他
役
下
地
也
本
文
書
相
そ
へ
候

若
於
後
日
逮
乱
輩
出
来
候
ハ
、
可
為
罪
科

者
也
伺
後
日
支
讃
文
如
件

天
文
拾
七
年
制
九
月
九
日

定
村宗

欣
（
花
押
）

〔
史
料
3

〕

貢
渡
申
田
地
之
事
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新
在
家壱

ケ
所

東
助新
衛
門

南

西

右
此
田
地
今
用
要
有
ニ
ヨ
リ
銀
子
拾
八
匁
ニ
永
代
責

北

申
処
明
白
実
正
也
此
年
貢
地
下
へ
四
斗
七
升
六
合

納
申
候
後
日
之
讃
文
如
件

慶
長
八
仰
十
一
月
廿
八
日

祭
御
中

参

〔
史
料
4〕

責
渡
申
田
地
之
事

廿
そ
う壱

ケ
所

東
道

南

次
衛
門
（
花
押
）

西
四て
郎い
衛
Fう

北
与流
七
郎

右
此
団
地
今
用
要
有
ニ
ヨ
リ
銀
子
四
拾
五
匁

永
代
賓
申
所
明
白
実
正
也
此
年
貢

地
下
へ
壱
石
一
斗
二
升
七
合
五
勺
納
申
候
後
臼
之

讃
文
如
件

流
作
場

慶
長
八
年
叩
十
一
月
コ
百
久
衛
門
（
筆
軸
印
）

流
市祭

御
中

参

古
川

口
入
与
五
郎
（
筆
軸
印
）

（
後
筆
）
（
辰
カ
）

「
此
地
甲
「
ニ
あ
め
や
助
衛
門
へ
責
」

〔
史
料
5

〕
借
用
申
銀
子
之
事

利
平
壱
〆
文
也

合
札
五
拾
っ
一
匁
壱
分

右
之
銀
子
借
用
申
処
明
白
実
正
也



後
日
讃
文
知
件

何
時
成
共
御
用
次
芳
ニ
返
弁
可
申
伺

戦国末期から近世初期の平野郷関係史料について

屯
司

慶
長
十
八
佐
年
九
月
七
且

御
祭
中

ま
い
る

〔
史
料
6

〕

........ 
疋

一
御
械
御
振
舞
朝
飯
迫
非
衆
停
止

今
在
家総

衛
門

芹
請
人

宗
茂
（
花
押
）

一
種
事

御
汁
－
一
義
ニ
御
酒
武
通
可
為
惣
菓
子

一
麦
寄
可
為
同
前
之
事

53 

一
御
神
事
非
衆
停
止
之
事

右
条
と
衆
儀
知
件

元
亀

tA年
九
月
八
日

〔
史
料
7〕

流
村
御
神
事
入
目
事

上
五
人

人
別
六
十
三
文
ツ
注

中
五
人

人
別
五
十
四
文
ッ
、

下
二
人

人
別
四
十
四
文
ツ
、

合
六
百
七
十
六
文
内

八
日四

十
文

も
ち
お
し
き
代

同
日品川文

さ
か
な
の
代

合
七
十
文

メ
六
百
六
文

可
給
候

米
人
別
壱
斗
四
合
二
勺

合
壱
石
二
斗
五
升
四
勺
内 一比ふー

と
U
P＋
f

市
村三

百
十
五
文

二
百
七
十
文

八
十
八
文

も
ち
四
十
ま
い

さ
か
な
十
せ
ん

十
二
人
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八
日

八
日

四
斗

も
ち

斗

〆
六
斗
五
升
四
勺

可
給
候

子
八
月
八
日

公
文
代

〔
史
料
8
〕

流
村
御
蹴
入
目
事

上
五
人

人
別
百
品
川
四
文
ッ
、

中
五
人

人
別
百
武
拾
四
文
ッ
、

下
壱
人

人
別
百
十
三
文
ッ
、

合
壱
貫
四
百
六
文

可
給
候

麦
人
別
四
升
壱
合
ッ
、

拾
壱
人

合
四
斗
五
升
壱
合

可
給
候

丑
六
月
八
日

公
文
代

〔
史
料
9

〕

嘗
庄
御
代
宮
本
庄
加
賀
守
殿

さ
け

六
百
七
十
文

六
百
廿
文

百
十
三
文

成
安
善
九
郎

一一一一一一…一一一回同時一一一一一一一品一一一＿，T一一一一一一…一一郎…一一財団四日，~，~ ~－ ＋－•－·＇＇志向日凶山叩……

嫌
可
申
付
而
各
一
味
同
心
仕
候
為

者
也
何
如
件

其
連
判
仕
候
間
珊
不
可
有
相
違
候

弘
治
三
町
歳
七
月
十
一
一
一
日

長
保
（
花
押
）

徳
成
兵
部
丞家

信
（
花
押
）

成
安
甚
左
衛
門
尉

定
次
（
花
押
）

善
左
衛
門
尉家

次
（
花
押
）

徳
成
甚
十
郎秀

信
（
花
押
）

次
郎
兵
衛
尉安

次
（
花
押
）

彦
左
衛
門
尉長

秀
（
花
押
）
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七
郎
左
衛
門
尉

祐
弥
（
花
押
）

正
次
（
花
押
）

宗
衛
門
尉

九
郎
左
衛
門
尉

惟
継
（
花
押
）

長
吉
（
花
押
）

以
上
拾
七
人

次
方
不
同

戦国末期から近世初期の平野郷関係史料について

五
郎
左
衛
門
尉

長
保
（
花
押
）

〔
史
料
叩
〕

宗
左
衛
門
尉

御
下
代
平
井
四
郎
兵
衛
殿
近
年

家
長
（
花
押
）

子
能
不
謂
儀
盗
之
御
仕
立
ニ
候
之
間

i原

介

余
人
可
然
御
下
代
ニ
被
仰
付
候
へ
と
蜂
屋
殿
江

正
長
（
花
押
）

御
訴
訟
可
申
候
万
一
無
御
同
心
候
者

与
左
衛
門
尉

上
様
言
上
可
仕
候
就
其
各
申
合

茂
雅
（
花
押
）

条
是
之
事

弥
兵
衛
尉

一
此
連
判
之
衆
中
他
言
申
間
敷
候

正
次
（
花
押
）

fEl. 

上
様
蜂
屋
殿
ま
て
御
耳

入

与
三
左
衛
門
尉

申
間
之
事

正
俊
（
花
押
）

一
若
長
中
へ
ハ
申
詰
半
ニ
旨
趣
披
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露
可
申
候
若
口
お
も
き
衆
雄
在
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之
涯
分
以
遠
近
可
申
調
候
於
其
上

無
御
同
心
か
た
雄
有
之
此
連
判
之

天
正
六
一
九
年
五
月
六
日

了
真
（
花
押
）

衆
中
無
後
悔
可
申
達
之
事

清
頓
（
花
押
）

可
有
後
悔
之
事

長
綱
（
花
押
）

一
蜂
屋
殿
井
吉
田
殿
付
者
少
も
申
分

祐
音
（
花
押
）

無
之
の
事

道
恵
（
花
押
）

紹
可
（
花
押
）

一
此
連
判
之
内
ニ
自
然
他
事
一
一
付
市
申

道
宇
（
花
押
）

事
難
出
来
候
於
此
一
儀
柳
以

玄
可
（
花
押
）

法
一
返
申
間
敷
之
事

宗
祐
（
花
押
）

一
此
一
儀
ニ
若
造
作
雄
行
候
半
ニ
不

右
条
と
為
衆
儀
申
定
所

政
相
（
花
押
）

如
件

以
上
十
一
人
判
形
也

道
意
（
花
押
）

一
見
し
て
明
ら
か
な
ご
と
く
、
右
の
十
点
の
文
書
は
、
売
券
証
文
関
係
の
五
点
（
史
料
1
1
5
）
、
神
事
祭
礼
関
係
の
三
点
（
史
料

6
1
8
）
、
代
官
・
下
代
の
排
斥
・
忌
避
に
関
す
る
連
判
状
二
点
（
史
料
9

・
叩
）
の
三
群
に
大
別
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
第
三
一
群
の
連



判
状
二
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
脇
田
氏
論
文
に
お
い
て
適
切
な
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
以
下
第
一
・
二

群
の
文
書
を
中
心
に
述
べ
る
こ
と
と
し
、
第
三
群
に
つ
い
て
は
そ
れ
と
の
関
連
で
若
干
の
言
及
を
行
な
う
に
と
ど
め
た
い
。

ま
ず
第
一
群
の
文
書
か
ら
み
て
い
こ
う
。
史
料
1
・
2
は
、
天
文
年
間
の
畠
地
の
永
代
売
渡
証
文
で
あ
る
。
両
文
書
と
も
史
料
の
状

態
か
ら
み
て
充
名
部
分
を
切
り
取
っ
た
様
子
は
な
く
、
日
付
の
後
に
充
名
を
記
載
し
な
い
形
式
を
と
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
さ
て
、

戦国末期から近世初期の平野郷関係史料について

両
文
書
は
十
年
の
ひ
ら
き
が
あ
る
が
、
本
役
・
斗
代
・
地
名
・
四
至
等
の
記
載
か
ら
み
て
、
同
一
畠
地
の
移
動
関
係
を
示
す
も
の
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
畠
地
で
あ
る
が
、

と
も
に
「
宮
田
」
と
あ
り
、
郷
内
の
い
ず
れ
か
の
神
社
の
所
属
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
「
本
役
」
の
ほ
か
は
「
無
他
役
下
地
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
相
当
有
力
な
神
社
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
こ
の
時
期
の
平
野
郷
の
状

況
か
ら
み
て
、
お
そ
ら
く
は
杭
全
神
社
の
所
属
地
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
史
料
2
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
「
流
市
両
村
中
」
が
購
入
者

と
な
っ
て
い
る
点
が
知
ら
れ
、
こ
の
事
実
は
つ
、
ぎ
の
二
点
の
意
味
に
お
い
て
注
目
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
そ
の
二
点
と
は
、
ま
ず
第
一

に
、
こ
の
事
実
か
ら
、
こ
の
畠
地
は
少
な
く
と
も
天
文
十
七
年
（
一
五
四
八
）

の
場
合
、
売
買
主
体
の
下
部
に
直
接
耕
作
者
た
る
作
人

が
存
在
し
て
お
り
、
こ
の
買
得
は
、
畠
地
よ
り
の
な
ん
ら
か
の
中
間
得
分
の
委
譲
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
点
で
あ
る
。

つ
い
で

第
二
は
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
流
村
市
村
の
岡
村
が
平
野
郷
内
部
に
あ
っ
て
明
ら
か
に
一
つ
の
結
合
単
住
を
構
成
し
て
い
る
点
で
あ

る
。
こ
の
両
村
に
よ
る
郷
民
よ
り
の
土
地
購
入
は
、

い
わ
ゆ
る
惣
有
地
の
買
得
に
よ
る
集
積
を
示
す
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
っ

ま
た
、
平
野
郷
本
郷
は
周
知
の
ご
と
く
、
野
堂
・
流
・
市
・
背
戸
口
・
西
脇
・
泥
堂
・
馬
場
の
七
町
か
ら
な
る
が
、
天
文
期
の
こ
の
両

文
書
で
は
流
村
・
市
村
と
表
現
さ
れ
て
い
る
点
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。
と
こ
ろ
で
、
土
橋
家
文
書
に
含
ま
れ
る
「
雑
記
」
に
よ
れ
ば
、

「
天
文
年
中
三
好
修
理
太
夫
様
御
知
行
所
、
松
永
様
御
地
頭
」
と
み
え
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
時
期
は
、
平
野
郷
へ
の
畿
内
戦
国
大
名
権
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力
の
浸
透
期
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
か
か
る
支
配
関
係
の
あ
り
方
と
の
関
連
で
、
両
文
書
に
み
え
る
「
平
等
院
杭
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四，

つ
ぎ
に
第
二
群
の
祭
礼
関
係
史
料
に
移
ろ
う
。
史
料
6
は
、
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）

の
御
械
・
御
神
事
に
つ
い
て
の
定
書
三
ケ
条

で
あ
る
。
本
史
料
に
一
部
さ
れ
る
祭
礼
が
ど
の
神
社
の
も
の
か
は
、
に
わ
か
に
は
断
定
し
か
ね
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
平

戦国末期から近世初期の平野郷関係史料について

野
郷
内
の
二
ケ
村
に
よ
る
定
書
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
日
付
が
九
月
八
日
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
し
て
、
平
野
郷
の
宗
教
的
結
合
の

（

8
）
 

中
心
を
な
し
、
か
つ
九
月
九
日
に
祭
礼
の
行
な
わ
れ
て
い
る
杭
全
神
社
の
そ
れ
で
あ
る
可
能
性
が
強
い
。
と
こ
ろ
で
、
平
野
郷
は
前
年

（

9
）
 

の
元
亀
元
年
に
織
田
信
長
よ
り
市
津
料
・
陣
夫
の
赦
免
、
徳
政
免
許
等
を
う
け
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
元
亀
年

聞
は
ま
さ
に
統
一
権
力
と
し
て
の
織
田
政
権
の
平
野
郷
支
配
が
貫
徹
し
つ
つ
あ
っ
た
時
期
に
あ
た
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
本
史
料
は
、

こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
h

叩
け
る
平
野
郷
の
内
部
構
造
・
構
成
に
関
す
る
興
味
深
い
事
実
を
提
示
す
る
も
の
と
い
え
る
。
そ
の
第
一
は
、

」
の
定
書
が
流
・
市
両
村
の

「
衆
議
」
と
し
て
決
定
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
第
二
は
、
こ
の
衆
議
に
よ
り
明
確
に
「
非
衆
」
の

祭
礼
へ
の
参
加
を
拒
絶
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
点
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。
こ
の
時
期
の
平
野
郷
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
惣
的
結
合
が
、
七
名
家
を
中
心
と
す
る
惣
年
寄
支

配
に
よ
っ
て
実
現
し
て
い
た
こ
と
は
つ
と
に
諸
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
第
一
点
は
、
少
な
く
と
も

祭
礼
に
つ
い
て
は
、
平
野
郷
本
郷
の
内
部
に
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
結
合
単
位
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の

と
い
え
る
。
そ
し
て
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
流
・
市
両
村
の
結
合
関
係
は
、
こ
の
元
亀
二
年
の
祭
礼
時
に
の
み
限
定
さ
れ
る
も
の
で

は
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
す
で
に
み
た
ご
と
く
、
両
村
は
天
文
年
間
に
郷
中
よ
り
の
土
地
買
得
を
行
な
っ
て
い
る
の
で

59 

あ
る
（
史
料
2
）
。
こ
れ
ら
の
諸
事
実
は
、
戦
国
末
期
の
平
野
郷
に
お
い
て
は
、
そ
の
結
合
関
係
の
あ
り
方
に
、
全
体
と
し
て
の
惣
的
結
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合
の
も
の
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
相
対
的
に
下
位
的
な
結
合
単
佐
な
い
し
組
織
の
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
推
察
せ
し
め
る
も
の
と
い
え

ょ
う
。
流
・
市
両
村
の
一
体
的
な
関
係
は
、
平
野
郷
内
部
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
、

い
わ
ば
重
層
的
な
結
合
構
造
の
一
端
を
構
成
す
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
両
村
の
位
置
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）

（叩）

の
「
摂
州
平
野
大
絵
図
」
に
よ
れ
ば
、
流
町
は
本
郷
七
町
の
南
端
に
、
ま
た
市
町
は
北
端
に
住
置
し
て
お
り
、
両
者
は
接
続
関
係
に
は

な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
上
述
の
ご
と
き
下
位
的
な
結
合
単
住
・
関
係
の
あ
り
方
を
考
え
る
上
で
留
意
し
て
お
く
べ
き
事
柄
で
あ

ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
両
村
の
結
合
関
係
は
慶
長
期
に
・
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
史
料
4
に
・
お
い
て
「
祭
御
中
」

と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
以
上
の
文
脈
か
ら
注
意
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
祭
中
が
慶
長
期

に
お
い
て
は
決
し
て
一
時
的
な
組
織
で
は
な
く
、
恒
常
的
な
両
村
の
結
合
関
係
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
流
・

市
両
村
が
連
名
で
祭
礼
に
つ
い
て
の
定
書
を
作
成
し
て
い
‘
る
元
亀
期
と
の
関
係
は
早
断
し
え
な
い
が
、
こ
の
両
文
書
か
ら
、
祭
礼
行
為

を
軸
と
し
た
と
こ
ろ
の
両
村
の
結
合
関
係
の
維
持
な
い
し
発
展
過
程
が
よ
み
と
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、

さ
き
の
元
亀
二
年
定
書
の
提
示
す
る
第
二
の
問
題
点
に
移
ろ
う
。
そ
れ
は
祭
礼
に
関
す
る
限
り
、
郷
民
の
う
ち
に
明
確
な
階

層
性
の
存
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
祭
礼
行
為
に
参
加
し
う
る
衆
と
、
そ
れ
か
ら
排
除
さ
れ
た
非
衆
の
二
階
層
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の

衆
と
は
当
該
神
社
｜
そ
れ
は
す
で
に
述
べ
た
ご
と
く
杭
全
神
社
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
｜
の
宮
座
構
成
員
た
る
座
衆
を
意
味
す
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
が
、
右
の
二
階
層
性
は
戦
国
末
期
に
お
け
る
平
野
郷
郷
民
の
社
会
的
身
分
的
階
層
構
成
の
一
側
面
を
示
す
も
の
と
し
て

注
目
に
値
す
る
。

こ
の
第
二
点
に
か
か
わ
っ
て
注
目
さ
れ
る
の
が
史
料
7
・
8
で
あ
る
。
「
流
村
御
神
事
入
目
事
」
「
流
村
御
械
入
目
事
」
と
い
う
題
目

お
よ
び
史
料
内
容
、
さ
ら
に
字
体
・
形
式
か
ら
み
て
、
両
文
書
は
史
料
6
と
同
一
の
祭
礼
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
き
わ
め
て

一一一一一一一一一一一一一↑一一一一一……一……一一ャー，，，材



強
い
か
ち
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
両
文
書
と
も
そ
の
作
成
年
代
は
確
定
し
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
と
も
に
「
流
村
」
と
表
現
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
戦
国
末
期
を
大
き
く
は
ず
れ
な
い
時
期
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
ま
れ
、
ま
ず

そ
の
内
容
か
ら
み
て
お
こ
う
。
史
料
7
は
、
も
ち
代
・
さ
か
な
代
等
を
さ
し
ひ
い
た
御
神
事
経
費
計
六
百
六
文
と
米
が
流
村
の
計
十
二

人
に
対
し
て
「
公
文
代
」
よ
り
給
付
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
。
ま
た
、
史
料
8
は
、
御
械
経
費
計
一
貫
四
百
六
文
と
麦
が
流
村
の
計
十
一

戦国末期から近世初期の平野郷関係史料について

人
に
対
し
て
同
じ
く
「
公
文
代
」
よ
り
給
付
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
史
料
よ
り
、
ま
ず
祭
礼
の
経
済
的
負
担

「
公
文
代
」
な
る
も
の
が
そ
の
宰
領
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
「
公
文
代
」
が
何
を
示
す
か

（日）

は
不
明
で
あ
る
が
、
・
お
そ
ら
く
は
、
祭
礼
行
事
上
の
特
定
の
役
名
を
示
す
か
、
あ
る
い
は
、
荘
園
制
的
な
支
配
系
列
下
の
役
職
、
し
た

の
側
面
に
つ
い
て
は
、

が
っ
て
平
等
院
杭
全
庄
の
下
級
荘
官
的
存
在
で
あ
っ
た
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
。
か
り
に
後
者
だ
と
す
れ
ば
、
両
文
書
は
明
ら
か
に

文
禄
三
年
の
太
閤
検
地
以
前
の
も
の
と
な
り
、
さ
き
の
作
成
年
代
推
定
の
一
つ
の
根
拠
と
な
る
。
「
可
給
候
」
と
い
う
両
文
書
に
共
通
し

て
み
え
る
文
言
か
ら
み
る
と
き
、
こ
の
後
者
の
可
能
性
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
が
、
両
文
書
を
通
じ
て
よ
り
注
目
し
た
い
の
は
、

こ
の
祭
礼
経
費
が
上
・
中
・
下
の
三
段
階
に
ラ
ン
ク
づ
け
さ
れ
て
分
配
給
付
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
家
格
や
そ
れ
に
反
映
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
経
済
的
地
位
、
あ
る
い
は
年
齢
別
構
成
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
に
せ
よ
、
こ
の
三
段
階
が
具
体
的
に
い
か
な
る
基
準
に
も
と
づ
い

て
決
定
さ
れ
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
祭
礼
経
費
の
給
付
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
、
彼
ら
は
頭
屋
・
頭
役
等
の
当

該
祭
礼
の
主
宰
者
的
存
在
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
祭
礼
参
加
資
格
者
の
特
定
部
分
を
構
成
し
て
い
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。以

上
、
第
二
群
の
文
書
よ
り
読
み
と
り
う
る
と
こ
ろ
を
述
べ
た
。
今
一
度
整
理
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
戦
国
末
期
の
平
野
郷
に
・
お
い
て
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は
、
山
全
体
と
し
て
の
惣
的
結
合
関
係
の
も
と
に
い
く
つ
か
の
下
住
的
な
結
合
単
位
な
い
し
組
織
が
存
在
す
る
と
い
う
重
層
的
な
結
合
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構
造
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
閣
郷
民
の
う
ち
に
祭
礼
行
為
を
媒
介
と
す
る
二
階
層
（
衆
・
非
衆
）
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、

叩
そ
の
祭
礼
参
加
者
た
る
衆
の
う
ち
に
も
経
費
給
付
の
三
段
階
づ
け
に
表
現
さ
れ
る
一
定
の
階
層
性
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
、

の

占

五

に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
、
ぎ
に
、
第
三
群
の
史
料
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
お
こ
な
っ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
そ
の
内
容
で
あ
る
が
、
史
料
9
は
三
好
氏
の
被

官
と
推
定
さ
れ
る
代
宮
本
庄
加
賀
守
を
忌
避
し
た
弘
治
一
二
年
（
一
五
五
七
）
の
平
野
郷
郷
民
十
七
名
の
連
判
状
で
あ
る
。
ま
た
史
料
日

は
、
信
長
の
支
配
下
に
あ
っ
た
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）
に
下
代
平
井
四
郎
兵
衛
の
改
替
を
訴
え
た
郷
民
十
一
名
よ
り
な
る
連
判
状
で

あ
る
。
こ
の
連
判
衆
が
と
も
に
七
名
家
の
同
族
集
団
と
し
て
の
性
格
が
濃
厚
な
有
力
郷
民
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
脇
田

氏
の
考
証
に
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
両
文
書
の
評
価
・
位
置
づ
け
、
お
よ
び
両
文
書
よ
り
導
き
出
さ
れ
る
論
点
の
提
示
に
つ
い
て

も
、
同
氏
の
前
掲
論
考
に
ほ
ぼ
つ
く
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
、
本
稿
で
の
問
題
関
心
か
ら
い
え
ば
、
脇
田
氏
も
指
摘
さ
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
史
料
刊
に
連
判
衆
の
「
若
長
中
」
へ
の
配
慮
を
一
示
す
一
条
が
あ
る
点
に
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
七
名
家
の
同
族
集
団
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
連
判
衆
と
、
そ
れ
と
は
別
個
に
存
在
す
る
「
若
長
中
」
な
る
も
の

の
存
在
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
下
代
の
改
替
要
求
と
い
う
行
為
に
端
的
に
示
さ
れ
る
平
野
郷
惣
中
の
連
帯
・
結
合
に
あ
た

つ
て
は
、
こ
の
「
若
長
中
」
へ
の
働
き
か
け
と
包
摂
を
必
要
と
し
て
い
る
状
況
が
あ
り
、
そ
れ
が
連
判
衆
を
中
心
と
す
る
形
で
行
な
わ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
若
長
中
」
、
、
す
な
わ
ち
若
衆
・
長
衆
は
、
脇
田
氏
も
指
摘
さ
れ
る
ご
と
く
、
宮
座
へ
の
入
座
年
齢
別
構

成
に
よ
る
組
織
、
す
な
わ
ち
平
野
郷
の
内
部
構
成
に
お
け
る
宮
座

1
宗
教
的
関
係
を
前
提
と
し
た
組
織
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
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ろ
う
。
こ
の
宮
座
は
、
お
そ
ら
く
は
平
野
郷
の
宗
教
的
結
合
の
中
軸
を
な
す
杭
全
神
社
の
そ
れ
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

こ
こ
で
は
、
明
ら
か
に
政
治
的
結
合
と
し
て
の
惣
的
結
合
と
宗
教
的
結
合
と
の
一
体
的
な
関
係
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
戦
国
末
期
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
の
平
野
郷
関
係
史
料
十
点
を
紹
介
し
、
あ
わ
せ
て
戦
国
末
期
に
お
け
る
平
野
郷
の
内
部

構
成
・
構
造
と
い
う
問
題
に
焦
点
を
し
ぼ
り
つ
つ
若
干
の
考
察
を
行
な
っ
た
。
最
後
に
、
本
稿
で
紹
介
し
た
史
料
か
ら
導
き
出
し
う
る

戦国末期から近世初期の平野郷関係史料について

限
り
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
の
総
括
と
し
て
、
こ
の
期
に
お
け
る
平
野
郷
内
部
構
造
の
全
体
的
な
あ
り
方
を
再
構
成
し
つ
つ

提
示
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

ま
ず
、
戦
国
末
期
に
お
け
る
平
野
郷
の
内
部
構
造
は
、
大
別
し
て
二
系
列
の
側
面
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
一
は
、
複
数
の
村
を
単
位
と
す
る
相
対
的
に
下
住
的
な
結
合
組
織
を
有
す
る
と
こ
ろ
の
重
層
的
な
結
合
構
造
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

惣
的
結
合
組
織
に
お
け
る
い
わ
ば
全
体
的
結
合
｜
地
域
的
結
合
（
必
ず
し
も
適
切
な
表
現
で
は
な
い
が
）
の
系
列
と
整
理
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
の
二
は
、
杭
全
神
社
の
宮
座
H
H
宗
教
的
結
合
関
係
を
前
提
と
し
た
と
こ
ろ
の
社
会
的
身
分
的
な
結
合
構
造
の
系
列
で
あ
る
。

こ
の
系
列
か
ら
い
え
ば
、
惣
的
結
合
と
し
て
の
平
野
郷
惣
中
の
構
成
員
は
宮
座
構
成
員
た
る
座
衆
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
、
そ
れ
以
外
の

郷
民
は
非
衆
と
し
て
排
除
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
座
衆
内
部
に
も
入
座
年
齢
別
に
構
成
さ
れ
た
若
衆
・
長
衆
の
区
別

が
あ
り
、
さ
ら
に
祭
礼
経
費
給
付
の
三
段
階
の
ラ
ン
ク
づ
け
に
表
現
さ
れ
る
な
ん
ら
か
の
階
層
性
が
存
在
し
て
い
た
。

つ
ぎ
に
、
こ
れ

ら
両
系
列
の
関
係
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
そ
こ
に
は
密
接
か
つ
重
複
的
な
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
結
合
組
織
と
し
て
の
重
層

的
構
造
H
H
第
一
の
系
列
と
宗
教
的
結
合
関
係
を
前
提
と
し
た
社
会
的
身
分
的
結
合
構
造
U
第
二
の
系
列
の
相
互
補
完
的
な
関
係
に
よ
っ

て
、
こ
の
時
期
の
平
野
郷
全
体
と
し
て
の
惣
的
結
合
が
編
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
七
名
家
の
同
族
集
団
た
る
連
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判
衆
に
よ
っ
て
統
括
さ
れ
る
と
い
う
構
造
を
も
っ
。
上
位
権
力
に
対
す
る
平
野
郷
惣
中
と
し
て
の
意
志
表
明
が
こ
の
連
判
衆
の
名
に
よ
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っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
こ
の
関
係
を
裏
付
け
る
。
ま
た
、
本
稿
で
紹
介
し
た
十
点
の
文
書
が
い
ず
れ
も
七
名
家
の
一
員
た
る
土

橋
家
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、

か
つ
同
家
が
本
来
市
町
の
長
た
る
性
格
を
有
し
代
々
市
町
に
居
住
し
て
い
た
事
実
か
ら
み
て
、

お
そ
ら
く

は
、
こ
の
七
名
家
を
中
心
と
し
た
連
判
衆
は
座
衆
に
属
し
て
お
り
、
ま
た
、
下
位
的
単
位
た
る
地
域
的
結
合
組
織
に
お
い
て
も
重
要
な

機
能
を
果
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

右
の
総
括
は
、
本
稿
に
お
け
る
考
察
か
ら
描
，
き
出
し
う
る
限
り
で
の
大
ま
か
な
見
取
り
図
で
あ
り
、
不
明
確
な
部
分
を
残
し
た
ま
ま

の
一
つ
の
試
論
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
と
く
に
、
二
系
列
の
相
互
関
係
の
具
体
的
な
あ
り
方
、
お
よ
び
杭
全
神
社
の

（ロ）

宮
座
の
内
部
構
成
に
つ
い
て
は
、
充
分
に
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
戦
国
末
期
に
お
け
る
平
野
郷
の
内
部
構

造
・
構
成
と
い
う
問
題
は
、
こ
の
期
に
お
け
る
平
野
郷
の
自
治
結
合
、
自
治
都
市
と
し
て
の
性
格
づ
け
の
問
題
と
密
接
に
か
ら
む
問
題

で
あ
り
、

一
つ
の
重
要
な
論
点
を
な
す
と
考
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
え
て
右
の
ご
と
き
試
論
の
提
示
を
試
み
た
わ
け
で
あ
る
が
、
問
題

の
よ
り
本
格
的
全
般
的
な
解
明
が
期
待
さ
れ
る
。
本
稿
が
、
研
究
進
展
の
一
助
と
も
な
れ
ば
幸
い
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

注（1
）
豊
田
武
氏
「
平
野
と
末
吉
家
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
一
七
号
、
一
九
三
一
五
年
）
『
日
本
の
封
建
都
市
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
二
年
）
、
原
因
伴

彦
氏
守
中
世
に
於
け
る
都
市
の
研
究
』
（
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
、
一
九
四
二
年
）
、
『
日
本
封
建
都
市
研
究
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

五
七
年
）
等
。

（
2
）
中
部
よ
し
子
氏
『
近
世
都
市
の
成
立
と
構
造
』
（
新
生
社
、
一
九
六
七
年
）
、
脇
臼
修
氏
『
近
世
封
建
制
成
立
史
論
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
七
七
年
）
。
な
お
、
こ
の
期
を
ふ
く
む
平
野
郷
の
全
般
的
沿
革
、
地
誌
と
し
て
は
『
平
野
郷
町
誌
』
（
平
野
郷
公
益
会
、
一
九
三
二
年
）

が
あ
る
。

（3
）
史
料
の
紹
介
に
あ
た
っ
て
は
、
改
行
は
原
本
の
ま
ま
と
し
、
で
き
る
か
、
ぎ
り
原
本
の
体
裁
を
伝
え
る
よ
う
努
め
た
。
校
訂
者
の
注
記
は
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｛
後
筆
）

（
）
で
つ
つ
み
、
後
か
ら
の
加
筆
は
「
」
で
示
し
て
い
る
。
な
お
、
本
稿
で
紹
介
す
る
十
点
の
文
書
は
、
別
置
さ
れ
て
い
た
関
係

上
、
い
ず
れ
も
前
掲
『
含
翠
堂
（
土
橋
）
文
庫
目
録
』
に
は
未
収
録
の
も
の
で
あ
る
。

（4
）
今
井
氏
前
掲
論
考
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
「
雑
記
」
に
よ
れ
ば
、
お
そ
く
と
も
元
和
初
年
に
は
七
町
と
し
て
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。

（5
）
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
「
由
緒
書
」
（
末
吉
文
書
、
京
大
影
写
本
）
。

（6
）
脇
田
氏
前
掲
書
、
一
八
三
頁
。

（7
）
近
世
初
期
の
畿
内
に
お
け
る
銀
札
流
通
に
つ
い
て
は
、
当
面
、
作
道
洋
太
郎
氏
『
近
世
日
本
貨
幣
史
』
（
弘
文
堂
、
一
九
五
八
年
）
参
照
。

（8
）
今
井
氏
前
掲
論
考
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
「
年
中
行
事
役
用
集
」
に
よ
れ
ば
、
「
同
日
（
九
月
九
日
l
引
用
者
注
）
当
社
（
杭
全
神
社

i
同

注
）
御
祭
り
」
と
あ
る
。

（9
）
元
亀
元
年
九
月
二
日
付
平
野
庄
宛
蜂
屋
頼
隆
判
物
、
同
年
十
月
日
付
平
野
庄
中
宛
信
長
朱
印
状
（
と
も
に
東
末
吉
文
書
、
京
大
影
写
本
）
可

な
お
、
脇
田
氏
前
掲
書
、
一
七
八
1
一
八
五
頁
参
照
。

（
叩
）
前
掲
『
平
野
郷
町
誌
』
に
所
収
。

（
日
）
竹
田
聴
洲
氏
『
村
落
同
族
祭
杷
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
七
年
）
、
四
O
頁
参
照
。
ま
た
、
中
世
の
宮
座
研
究
と
し
て
は
、
萩
原

龍
夫
氏
『
中
世
祭
紀
組
織
の
研
究
』
（
古
川
弘
文
館
、
一
九
六
二
年
）
が
あ
る
が
、
本
稿
作
成
に
お
い
て
も
、
同
書
に
多
く
の
示
唆
を
う

す
た
。

（
ロ
）
杭
全
神
社
の
宮
座
に
つ
い
て
は
曾
根
研
三
氏
「
杭
全
神
社
宮
座
の
研
究
」
（
『
国
学
院
雑
誌
』
四

O
巻
六
号
、
一
九
三
四
年
）
が
あ
る
。

こ
の
論
考
で
は
宮
座
組
織
の
政
治
的
機
能
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
注
目
さ
れ
る
が
、
同
社
の
座
衆
を
一
貫
し
て
七
名
家
に
限
定
し
て
把
握

さ
れ
て
い
る
点
は
再
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

（
大
学
院
学
生
）
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